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1.はじめに 

 本稿では，谷田・村上(2004)において提示した，年金制度に対

するマルチエージェントシミュレーションモデルの設計図の一

部を，(株)構造計画研究所の開発したシミュレータである

KK-MASに実装し，そのモデルから得られた結果を提示する。 
 谷田・村上(2004)では，現在の年金保険料未納問題の背後にあ

る種々の要因を，人の属する環境と人の意識に分け，整理し，

提示した。本稿のモデルでは，人の就業・不就業(所得水準)とい

った人の属する環境に加え，年金制度に対する不信感とその伝

播をモデルに取り込み，それが年金保険料の積立金額にどうい

った影響を与えるかを分析した。 
 
2. エージェントの持つ属性と行動 ～設計図 

 谷田・村上(2004)では，E/Rダイアグラムを用いて，マルチエ

ージェントシミュレーションによって現在の年金問題を分析す

るための設計図を提示した。各エージェントに持たせる属性を

図1に示すこととしよう。 
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図1 エージェントの属性の実装イメージ図 

(出所) 谷田・村上(2004)， p.26，図1. 

 
 エージェントは，種々の属性を持ち，また，年金制度に関す

る情報を外部から受け取る。また，エージェントには，所得な

どの属性に加え，年金制度に対する不信感や人生計画の無さと

いった人の意識に関する属性を持たせる。これらの属性を持っ

たエージェントは，出生から死亡まで，種々のライフサイクル

を経験する。 
 
3.モデルの実装 

3-1全体構造 

 谷田・村上(2004)で提示した設計図をもとにKK-MASに実装

したモデルの基本部分についてここで説明を加えておく。 
 谷田・村上(2004)で提示した設計図に加え，実装段階では，家

エージェントを組み込むことにした。これは，人エージェント

の所得，消費などを，家単位の情報として捉えるためであり，

また，各エージェントの座標位置情報も家に持たせるためであ

る。モデルに組み込んだ家系の状態を図2に示すこととしよう。 
9つのセルを1区画とし，1区画が1つの家となる。1区画の

中心に家エージェントを配置し，男エージェントを 1 区画の中

の左上に配置し，女エージェントをその右隣に配置し，残りの

区画に子供エージェントを配置することにした。 
子供エージェント(男)は，20 歳以上で結婚する場合，同じ家

系内に新たに家を作る。新たな家は，図2 のX 軸の方向に作ら

れ，空間の右隅まで家が形成された場合，Y 軸方向に一段下が

り，左端から家を形成するようになる。 
子供エージェント(女)は，20 歳以上になると，他の家系の男

性エージェントを探し，独立未婚男性エージェントがいた場合

に，その家系に移動し女エージェントとなる。どの家系を探す

かは，家系が10あることを考え，エージェントに1~10の目の

出るサイコロを振らせる。サイコロの目は家系番号に対応して

いる。エージェント自身の家系番号が出た場合，および，条件

が合わなかった場合，すなわち，独立未婚男性エージェントが

いない場合は，再度サイコロを振らせることにした。なお，

KK-MASの性格上，エージェントは自由に空間の間を移動する

ことができない。条件が整い，実際に他の家系へ移動する場合

は，まず，移動先の家系に女エージェントを作成し，子供エー

ジェント(女)の移動時点での属性(年齢，就業・不就業等)を女エ

ージェントに渡し，そして，当該の子供エージェントを消去す

ることにした。複数の家系について示したのが図3である。 
 

 
図2 家系の状態 

 

3-2 就業・不就業・所得 

 エージェントが稼ぐ所得は，子エージェントの学歴によって

決定する。子エージェントはやがて成人エージェント(男エージ

ェント，女エージェント)になり，成人エージェントは子エージ
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ェントの属性を引き継ぐ。所得基準の設定のために『就業構造

基本調査報告』にある，学歴別の所得データを用いた。同デー

タは，所得階級毎の人数を捉えたデータである。同データから，

学歴別，男女別の各所得階級の中央値を級代表値とした加重平

均を取り，エージェントに与えることとした。 
 

 
図3 エージェントの空間の間の移動(婚姻など) 

 
就業・不就業，また，就業している場合の職業(自営業，サラ

リーマン)は 6 ヶ月毎，すなわち，6 ターン毎に確率的に配分す

ることとした。不就業については，失業率を 5％とし，20 歳以

上のエージェント総数のうち5％が失業することとした。就業し

ている場合の職業は，男エージェントの場合は，自営業，サラ

リーマンから選ぶこととし，女エージェントの場合は，男エー

ジェントの条件に加え，パートナーである男エージェントがサ

ラリーマンの場合，専業主婦になるという条件を付け加えた。 
失業している場合は，当該エージェントは保険料を支払わな

い。また，専業主婦になったエージェントも保険料を支払わな

い。さらに，20 歳以上で独立していないエージェントは，就業

している場合は自ら保険料を支払うが，就学している場合は親

である男エージェントが支払うこととした。親である男エージ

ェントが保険料を支払えない，または，支払わない場合，20 歳

以上の子供エージェントの保険料を 0 に設定している。本モデ

ルでは，社会保険庁が発表している年金額の計算方法を部分的

ではあるが取り入れ，エージェントが実際に受け取る年金額を

計算し，算出された金額を一定年齢以上のエージェントに与え

るという処置をとっている 1)。 
                                                  
1) 社会保険庁ホームページ〔http://www.sia.go.jp/〕を参照。同ホームペ

ージによると，昭和16年4月2日以降に生まれた場合の，平成16年

度の国民年金(老齢年金)の計算方法は以下のようになる。 
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  本モデルでは，1ターンを1ヶ月とし，エージェントに保険料を支

払った月数を変数として持たせることにした。エージェントが失業した

場合，または，一定の所得基準に満たない場合を，半額免除月数，全額

免除月数としてエージェントに持たせることにした。また，本モデルで

は，原則としてエージェントが65歳になった時点で支給を開始するこ

ととした。繰り上げ支給や繰り下げ支給を考慮していない。 

3-3 エージェントの意識 

人が保険料を支払うか否かには，上記の人の属する環境に加

え人の意識が関わっているものだと考えられる。谷田・村上

(2004)では，種々の人の意識をエージェントに持たせるという設

計図を提示した。本稿では，それらのうち，年金制度に対する

不信感をエージェントの属性としてエージェントに持たせるこ

とにした。また，一度不信感を持ったエージェントは，その後

も不信感を持ち続けることとした。各エージェントは，後述す

る確率に従って年金制度に対して不信感を持つようになる。一

度，エージェントが不信感を持つと，その不信感はエージェン

ト自身の今後や他のエージェントに伝わっていく。例えば，先

月に年金制度を信用していなかったのに，今月急に信用するよ

うになったという状況は，年金制度に対する不信感を完全に払

拭する事象が起こらない限り，生じえないことであろう。各種

統計調査が示すような，ある時点でのある調査対象者の不信感

ではなく，不信感がどのように伝播し，それが，積立金などに

どのような影響を与えるかを本稿で見ることとなる。 
 
4.シミュレーションの実行とデータ分析 

シミュレーションでは，人の属する環境，すなわち，エージ

ェントが経験する就業・不就業等による年金保険料未納の確率

を一定にし，エージェントが年金制度に対して持つ意識，とり

わけ，不信感が，どのように年金積立金に影響を及ぼすかを考

察した。考察の結果は，各シミュレーション 480 ターン，すな

わち，シミュレーション開始時から40年を経るまでの積立金の

推移を見たものとなる。モデル毎に50回のシミュレーションを

おこない，その平均を分析に用いた。 
モデルでは，年金制度に対してエージェントが持つ不信感の

度合いを，「不信感なし」，「不信感が小さい」，「不信感が大きい」

の3段階に分けた。これらを区分するために，『国民年金被保険

者実態調査』にある，「未納保険料を納める意志」における，意

志のある者の割合を基準として用いた。同データは，年齢別の

データである。なお，不信感であるので，同データから意志の

ない者の割合を算出し，それを基準として用いることになる。 
平成 8 年調査における数値を，不信感が小さい場合の基準に

用いている。また，不信感が大きい場合の基準は，平成11年調

査から得た。加えて，各家の男エージェントが不信感を持った

場合，それを家の他のメンバーにも伝播させる。「不信感が小さ

い」モデルでは，不信感は伝播せず，「不信感が大きい」モデル

では，パートナーである女エージェントに不信感が伝播するこ

とにした。 
まず，各基準における年金積立金の推移を図 4 に示すことと

しよう。就業・不就業によって，エージェントの保険料の納付

行動が異なるといった環境は全てのモデルで一定にしている。

図 4 を見ても分かるように，不信感の度合いによって，積立金

と収支差に大きな差が生まれている。エージェントの持つ不信

感という変数以外の環境は一定なので，グラフの差は，エージ

ェントの年金制度に対する不信感から生まれてきていると考え

て良いだろう。エージェントが年金制度に対して不信感を持つ

移動 
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場合，積立金が減少するということは容易に想像がつく。想定

したとおり，図 4 を見ると，最終的な積立金額が最も少ないの

は，大きな不信感をエージェントが持つ場合となっている。し

かしながら，図 4 で注目されるのは，不信感を，過去のデータ

を参考に割り当てた場合の曲線，すなわち「不信感が小さい」，

「不信感が大きい」場合の数値の差である。先述のとおり，こ

れらの不信感は，『国民年金被保険者実態調査』の平成8年デー

タと平成11年データから算出し，エージェントに属性として割

り当てたものである 2)。 
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図4 不信感の違いによる年金積立金の推移 

 
グラフで見る限り，「不信感が大きい」，すなわち，平成11年

データを割り当てた方が，積立金は低くなっている。以下では，

これらの差を統計的検定することとする。 
 

5.モデルによる積立金の差の検定 

 ここまで述べてきた分析結果を，以下で検定する。ここでは，

各モデルにおいて50回行ったシミュレーション結果を平均した

データを用いる。検定することで，各モデルの結果の差を捉え

ることとしたい。 
 モデルは，「不信感が無い」，「不信感が小さい」，「不信感が大

きい」の，合計 3 モデルである。また，データは，ターン毎の

積立金のデータである。不信感がターン毎の積立金に影響を与

えるのかどうかを見ることとなる。3モデルのターン毎の数値は，

不信感の度合いに影響を受けるが，時間軸上で対応したサンプ

ルとなる。対応する各ターンの数値を検定できる方法が必要で

ある。検定には，フリードマン検定を用いた。これによって，

各モデルにおける積立金データ，収支差データに差があるのか

を検定する。積立金についての検定結果を，表1に示している。 
表1における有意確率を見ると，有意確率は2.54×10-208とな

っており，各モデルの積立金の間に差があると言える。順位平

均の値を小さい方から見ると，エージェントが大きな不信感を

持つモデルの値が一番小さく，次いで，エージェントに小さな

不信感を持たせたモデルの値となり，そして最も値の大きいの

が，エージェントの持つ不信感が無い場合のモデルとなる。順

                                                  
2) 平成8年データと11年データを用いたのは，両データが『国民年金

被保険者実態調査』における最新のデータ(確報値)だからである。 

位平均であるので，その値の大小は，積立金の多少を表してい

ることになる。 
先の図 4 に関して述べたことは検定結果によって支持された

ことになる。本モデルによる分析結果から，人が年金制度に対

して持つ不信感とその伝播が，年金保険料の積立金額に決定的

な影響を与えるものであると言える。 
しかしながら，人が年金制度に対して不信感を抱く過程は，

本モデルでは捉え切れていない。加えて，谷田・村上(2004)では，

シミュレーションの設計図を提示し，エージェントに持たせる

属性として，不信感以外に，認知，代替収入，人生計画の無さ，

社会規範などを提示した。これらのモデルへの実装およびその

精査は今後の課題となった。 
 

表1 積立金の差の検定 
不 信 感 無 し 小 さ な 不 信 感 大 き な 不 信 感

件 数 4 8 1 4 8 1 4 8 1
順 位 平 均 2 .9 9 2 .0 0 1 .0 0

χ 2

自 由 度
有 意 確 率

2

2 .5 4 × 1 0 - 2 0 8

9 5 6 .0 0 4

 
 

 年金制度に対する不信感をエージェントが持ち，保険料を支

払わない場合，それに比例して給付額も減少していく。積立金

に関する順位平均は，不信感というエージェントが持つ属性の

変化によってもたらされたものである。不信感の増大によって，

保険料収入が減り，各エージェントが受け取る年金額が減って

いる。高齢期において，受け取る年金がどの程度であれば十分

な生活を送れるかということが，重要な問題として残っている

が，本稿の対象とする範囲を超えているので，その点について

は述べないこととする。 
 
6.まとめ 

本稿において，不信感の度合いによる積立金額の統計的な差

が確認できた。しかしながら，保険料の未納は，不信感のみで

起こっているわけではない。さらに他の変数，例えば，人生計

画の無さ，代替収入等を加えて分析する必要がある。また，各

種の変数がどのように関連し合っているかについても改めて検

討する必要がある。 
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